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令和５年６月

警 察 庁

ヤミ金融事犯の検挙状況

１ 検挙状況の推移

２ 主な検挙事例

○ 先払い買い取り商法を仮装したヤミ金業者に対する貸金業法違反等事件（茨城）

無登録で貸金業を営む男らは、令和３年11月から令和４年７月までの間、

インターネット上で、融資を申し込んできた全国の顧客約12,800人に対し、商品

代金先払いでスマートフォンやゲーム機を買い取ったかのように仮装して金銭を
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注１「無登録・高金利事犯」とは、貸金業法違反（無登録営業）、出資法違反（高金利等）に係る事犯をいう。
　２「ヤミ金融関連事犯」とは、貸金業に関連した犯罪収益移転防止法違反、詐欺、携帯電話不正利用防止法違反等に係る事犯を
いう。
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貸し付ける手法により、法定利息の約31倍から約140倍で金銭を貸し付け、返済

は被疑者らが管理する法人名義口座に振込送金を受ける方法により、元利金合計

約８億3,000万円を受領した。

令和４年１月、同男ら11人を貸金業法違反（無登録営業）、出資法違反（高金

利受領等）で検挙した。

○ インターネット掲示板で勧誘を行った貸金業法違反等事件（神奈川）

飲食店経営の男は、令和２年１月から令和３年11月までの間、インターネッ

ト上の掲示板を集客媒体として融資の勧誘をし、融資を申し込んできた全国の顧

客約50人に対し、法定利息の約11倍から約85倍で金銭を貸し付け、返済は被疑者

が管理する他人名義の口座に振込送金させる等して、元利金合計約2,337万円を

受領した。

令和４年11月までに、同男を貸金業法違反（無登録営業）、出資法違反（高

金利受領等）で検挙した。

３ 携帯電話対策の状況

(1) 契約者確認の求めを行った件数

(2) ヤミ金融事犯に係るレンタル携帯電話の解約要請件数

(3) 役務提供に関する情報提供

４ 金融機関への情報提供の状況

ヤミ金融事犯に使用された疑いのある口座の金融機関への情報提供件数

平30 令元 令02 令03 令04

契約者確認の求め 2,556 1,920 1,770 1,598 1,139

注 貸金業法違反または出資法違反に基づくものを計上してる。

平30 令元 令02 令03 令04

解約要請件数 1,085 1,039 1,278 1,074 743

平30 令元 令02 令03 令04

情報提供件数 1,234 707 227 467 100

情報提供した時期 平30 令01 令02 令03 令04

口座凍結情報提供 15,289 11,390 10,203 9,066 9,009




